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◆ キーワード　フランス／十九世紀／民謡収集／民謡の定義づけ／民謡の分類

揺
ら
ぐ
「
民
謡
」
概
念

―
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
る
全
国
民
謡
収
集
（
一
八
五
二
〜
一
八
五
七
）
に
見
る
―

清 

水
　
祐 

美 

子

は
じ
め
に

十
八
世
紀
後
半
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ド
イ
ツ
の
影
響
を
受
け
て
、
フ

ラ
ン
ス
で
も
民
謡
収
集
へ
の
関
心
が
高
ま
り
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の

展
開
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
ど
の
国
に
も
存
在
し
な
い
、
極
め
て
特

徴
的
な
点
が
あ
る
。民
謡
収
集
が
、国
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
八
五
二
年
九
月
、
大
統
領
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
後
の
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ

ン
三
世
）
の
命
令
で
始
ま
っ
た
こ
の
事
業
は
、
指
揮
を
執
っ
た
公
教
育
大

臣
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
（
一
八
一
一
～
五
六
）
の
名
に
因
み
、フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー

ル
調
査
と
呼
ば
れ
る
。

ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
立
て
た
計
画
は
、
全
国
各
地
で
収
集
し
た
民
謡

を
公
教
育
大
臣
付
の
委
員
会
が
審
査
し
て
、『
フ
ラ
ン
ス
民
衆
詩
歌
集
成
』

と
題
す
書
物
に
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
計
画
の
た
め

に
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
に
所
属
す
る
研

究
者
等
、
国
内
第
一
線
の
知
識
人
の
英
知
を
結
集
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
の
言

語
・
歴
史
・
芸
術
委
員
会
」
を
組
織
し
た
。
一
方
全
国
各
地
で
は
、
小
規

模
な
村
落
に
も
調
査
が
行
き
届
く
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
貴
族
、
聖
職
者
、

司
法
関
係
者
、
医
者
等
、
地
方
在
住
の
教
養
層
や
小
学
教
師
、
さ
ら
に
そ

の
監
督
者
で
あ
る
初
等
視
学
官
他
、
数
百
名
が
組
織
的
に
動
員
さ
れ
た
。

貢
献
が
認
め
ら
れ
た
者
に
授
与
さ
れ
る
メ
ダ
ル
等
の
一
連
の
必
要
経
費

は
、
公
教
育
省
の
予
算
か
ら
捻
出
さ
れ
る
（
１
）。

こ
の
よ
う
に
政
府
の
全
面
的

な
後
援
を
得
て
始
動
し
た
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
は
、
一
八
五
七
年
五
月

に
、
委
員
会
の
月
例
会
で
調
査
終
了
が
決
議
さ
れ
る
ま
で
の
、
足
掛
け
五

年
に
渡
り
続
い
た
（
２
）。

莫
大
な
歌
が
集
ま
っ
た
た
め
、
編
纂
に
二
十
年
弱
の

時
間
を
要
し
、『
フ
ラ
ン
ス
民
衆
詩
歌
集
成
』
が
五
百
～
六
百
頁
の
二
つ
折

版
全
六
巻
の
形
に
完
成
し
て
、
国
立
図
書
館
手
稿
部
に
収
蔵
さ
れ
た
の
は
、

一
八
七
六
年
の
こ
と
で
あ
る
（
３
）。

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
治
世
が
つ
い
え
て
か

ら
、
す
で
に
六
年
が
過
ぎ
て
い
た
。

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
の
実
施
さ
れ
た
一
八
五
〇
年
代
は
、
学
問
的
水

準
を
満
た
さ
な
い
民
謡
収
集
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
時
代
だ
と
、
長
ら
く

見
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
族
学
の
大
家
で
あ
る
ヴ
ァ
ン

＝
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
評
で
は
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
で
歌
を
記
録
し
た
者
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の
多
く
が
素
人
で
あ
り
、
中
に
は
民
謡
風
に
創
作
し
た
歌
も
混
入
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
調
査
の
成
果
は
全
体
的
に
真
正
さ
を
欠
き
、
過
去
の
口
承

を
知
る
上
で
の
資
料
と
し
て
参
照
す
る
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き

だ
と
し
て
、
こ
れ
を
推
奨
し
て
い
な
い
（
４
）。

こ
の
論
調
を
脱
却
し
た
研
究
が

現
れ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
頃
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
民
族
音
楽
学

者
ら
が
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
は
旋
律
の
収
集
を
奨
励
し
た
初
め
て
の

事
例
だ
と
論
じ
、
フ
ラ
ン
ス
民
族
音
楽
学
の
曙
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
に
関
す
る
主
要
な
研
究
は
、
音
楽
学
の
分
野
で
本

格
的
に
始
ま
っ
た
（
５
）。

だ
が
こ
う
し
た
研
究
は
ま
だ
、
一
面
に
光
を
当
て
た
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者

が
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
の
史
料
を
渉
猟
し
た
と
こ
ろ
、
民
族
音
楽
学
の
原

点
と
い
う
切
り
口
だ
け
で
は
、
こ
の
調
査
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
の
全
体
像
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
矮
小
化
し
て
し
ま

う
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
で
最
大
の

争
点
と
な
っ
た
の
は
、
旋
律
に
関
係
す
る
事
柄
で
は
な
く
、
民
謡
と
は
い
か

な
る
歌
の
謂
い
な
の
か
、
そ
れ
を
集
め
る
こ
と
の
意
義
と
は
何
か
、
と
い
っ

た
根
本
的
な
問
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
民
謡
の
定
義
を
め
ぐ

る
一
連
の
議
論
を
跡
づ
け
、
そ
こ
で
の
民
謡
観
、
あ
る
い
は
民
謡
へ
の
関
心

の
あ
り
方
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
ま
ず
は
、
委
員
会
の
議
事
録
を
紐
解
き
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
た
議

論
を
追
い
な
が
ら
、「
民
謡
」
の
概
念
が
大
き
な
揺
ら
ぎ
を
伴
っ
て
い
た
こ

と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
委
員
会
に
よ
る
「
民
謡
」
の
定
義
を
具
体
的
に

把
握
し
た
上
で
、
最
後
に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一　
「
民
謡
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
れ

民
謡
収
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
・
歴
史
・

芸
術
委
員
会
」
の
文
献
学
部
門
は
、
一
八
五
二
年
十
一
月
十
五
日
に
初
会

合
を
開
い
た
。
こ
の
会
で
主
要
な
議
題
と
な
っ
た
の
は
、
目
指
す
べ
き
民

謡
集
の
方
向
性
で
あ
っ
た
。
委
員
達
（
い
ず
れ
も
匿
名
）
か
ら
は
、
二
つ

の
提
案
が
上
が
る
。
一
つ
は
、
次
の
四
巻
構
成
と
す
る
案
で
あ
る
。
第
一

巻
は
ジ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ル
シ
ヨ
ン
〔
九
世
紀
、
パ
リ
伯
〕
の
武
勲
詩
、
第

二
巻
は
ト
ゥ
ル
バ
ド
ー
ル
〔
南
仏
の
吟
遊
詩
人
〕
と
ト
ゥ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
〔
北

仏
の
吟
遊
詩
人
〕
の
詩
、
第
三
巻
は
歴
史
語
り
歌
と
風
刺
詩
、
最
後
の
第

四
巻
は
輪
舞
曲
や
物
語
詩
、
他
。
現
代
の
我
々
の
感
覚
で
は
お
よ
そ
民
謡

と
は
認
識
し
が
た
い
、
中
世
の
作
品
が
並
ん
で
い
る
。
だ
が
、
十
九
世
紀

文
学
の
専
門
家
で
あ
る
ベ
ニ
シ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
民
衆
の
歌
と
中

世
の
歌
と
を
同
一
視
す
る
傾
向
は
根
強
く
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
歌

の
原
初
の
形
態
が
、
中
世
の
歌
の
中
に
潜
ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

た
め
で
あ
る
（
６
）。

そ
も
そ
も
委
員
の
大
半
が
、
古
代
・
中
世
の
文
学
、
哲
学
、

歴
史
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
民
謡
収
集
以
外
に
も
、

「
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
・
ド
・
ト
ロ
ワ
〔
十
二
世
紀
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
聖

職
者
〕
作
品
集
」「
原
典
版
ト
ゥ
ル
バ
ド
ー
ル
詩
集
新
選
」
等
、
中
世
文
学

に
関
す
る
案
件
を
複
数
抱
え
、
こ
う
し
た
分
野
の
研
究
振
興
に
尽
力
し
て

い
た
。
つ
ま
り
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
は
、
中
世
研
究
を
基
調
と
す
る
知

的
土
壌
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
初
会
合
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
前
述
の
提

案
に
は
、
直
ち
に
反
論
が
出
さ
れ
る
。
二
つ
目
の
案
と
し
て
別
の
委
員
が
、
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こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
口
承
の
収
集
に
こ
そ
重
点
を
置
く
べ
き

で
、
叙
事
詩
等
は
別
の
企
画
で
扱
え
ば
よ
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
７
）。

中

世
文
学
か
、
口
承
か—

「
民
謡
」
の
比
重
は
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
。
初
会

合
の
場
で
結
論
は
出
ず
、
議
論
が
続
く
。

三
ヶ
月
後
の
一
八
五
三
年
二
月
十
四
日
の
例
会
の
議
事
録
を
見
よ
う
。

こ
の
日
の
議
題
は
「
民
謡
集
を
歌
だ
け
で
構
成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
歌

わ
れ
た
詩
や
語
ら
れ
た
詩
も
含
む
べ
き
か
」
で
あ
る
。
語
ら
れ
た
詩
と
は
、

口
承
が
絶
え
て
写
本
の
記
述
で
の
み
残
る
歌
を
指
す
。
あ
る
委
員
（
氏
名

不
詳
）
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
も
含
め
る
と
何
で
も
収
録
す
る
こ
と
に
な
り

か
ね
ず
、
民
謡
集
と
い
う
本
来
の
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
を
述
べ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、大
統
領
令
に「
歴
史
語
り
物
を
民
謡
集
に
入
れ
る
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
語
ら
れ
た
詩
も
含
む
べ
き
と
の
応
答
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
や
は
り
、
現
在
口
承
さ
れ
て
い
る
歌
と
記
述
で
残
っ
て
い
る
詩

と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
一
同
は
判
断
し
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う

な
編
纂
計
画
が
提
案
さ
れ
る
。「
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
歌
あ
る
い
は
口

承
の
語
り
で
保
存
さ
れ
た
詩
を
含
む
。
こ
れ
は
世
代
間
の
伝
承
で
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
写
本
と
同
様
の
性
質

を
有
す
詩
に
割
当
て
ら
れ
る
。
民
謡
集
の
出
版
は
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

作
品
集
か
ら
着
手
す
る
。
こ
れ
ら
こ
そ
が
最
も
分
か
り
や
す
く
、
最
も
民

衆
的
な
性
質
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
（
８
）。」

こ
う
し
て
、
写
本
と
し
て
残
る

作
品
よ
り
も
、
口
承
で
守
り
継
が
れ
て
き
た
詩
歌
を
優
先
す
る
と
い
う
こ

の
方
針
が
、
当
座
は
承
認
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
同
年
四
月
十
一
日
の
例
会
で
、
中
世
研
究
と
民
謡
収
集
と
の
連

関
を
重
視
す
る
ル
・
ク
レ
ー
ル
委
員
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
専
門
家
）
が

反
撃
す
る
。
彼
は
、
十
二
～
十
三
世
紀
に
民
衆
の
間
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た

と
類
推
さ
れ
る
作
品
を
列
挙
し
た
。
そ
し
て
「
今
日
で
は
こ
う
し
た
詩
の
大

半
が
、
写
本
の
中
で
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
写
本

に
記
さ
れ
た
詩
を
等
閑
に
し
な
い
こ
と
が
重
要
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
第
一
に
「
民
衆
の
た
め
に
作
ら
れ
た
韻
文
の
説
教
」、
第
二
に

「
伝
説
、
あ
る
い
は
聖
人
伝
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
文
字
を
読
め
な
い
者
で

も
理
解
し
、
記
憶
に
刻
み
込
み
や
す
い
よ
う
に
と
、
韻
文
に
直
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
ワ
ー
ス
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
国
の
歴
史
で
あ
る
『
ル
ー
物
語
』

の
作
者
）
は
十
二
世
紀
中
葉
に
、
こ
う
し
た
意
図
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
の
韻
文

で
聖
ニ
コ
ラ
の
生
涯
の
詩
を
制
作
し
た
。
こ
の
慣
習
は
数
世
紀
に
渡
っ
て
続

い
た
」
と
ル
・
ク
レ
ー
ル
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
第
三
に
「
民
衆
の
教
育
の

た
め
に
作
ら
れ
た
多
数
の
民
衆
詩
、〔
中
略
〕
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
の
書
〔
旧

約
聖
書
〕、
教
訓
劇
、
格
言
を
含
む
詩
な
ど
」、
第
四
に
「
様
々
な
職
業
の
格

言
」
を
挙
げ
る
。
ル
・
ク
レ
ー
ル
は
「
八
音
節
か
ら
な
る
詩
句
が
規
則
的
な

拍
子
を
刻
ん
で
い
る
様
子
か
ら
、
こ
う
し
た
類
の
歌
が
特
定
の
旋
律
に
乗
せ

て
歌
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
。
続
け
て
風

刺
（
例
え
ば
「
聖
王
ル
イ
が
、
イ
ギ
リ
ス
王
ヘ
ン
リ
ー
三
世
と
諸
侯
達
と

の
間
を
一
二
六
四
年
に
調
停
し
た
際
に
作
ら
れ
た
『
イ
ギ
リ
ス
に
平
和
を
』」

と
い
う
「
元
来
は
歌
わ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
作
品
）
を
挙
げ
、
最
後
に

「
韻
文
の
昔
話
」
に
も
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
と
述
べ
た
。
ル
・
ク
レ
ー

ル
は
「
通
信
員
〔
公
教
育
大
臣
が
任
命
し
た
民
謡
調
査
員
〕
に
は
写
本
を
調

査
す
る
よ
う
促
し
、
韻
文
の
説
教
、
韻
文
の
聖
人
伝
、
教
訓
劇
、
格
言
、
公
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的・私
的
な
風
刺
、
弁
論
、
劇
作
品
、
昔
話
、
レ
ー
〔
中
世
の
短
い
物
語
詩
〕、

フ
ァ
ブ
リ
オ
ー
〔
十
三
～
十
四
世
紀
の
韻
文
の
笑
い
話
〕、
長
大
な
語
り
物
、

叙
事
詩
、
そ
し
て
寓
話
詩
を
送
る
よ
う
勧
め
る
べ
き
だ
」
と
結
ん
だ
（
９
）。

こ
の
提
案
は
議
論
の
的
と
な
っ
た
と
議
事
録
は
伝
え
る
。
だ
が
応
酬
の

様
子
は
残
念
な
が
ら
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
ル
・
ク
レ
ー
ル
が
列
挙
し

た
ジ
ャ
ン
ル
の
一
部
は
却
下
さ
れ
、
一
部
は
採
用
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ル
・
ク
レ
ー
ル
の
よ
う
に
中
世
と
民
謡
と
の
連
関
を
重
視
す
る
立
場

か
ら
す
る
と
、
叙
事
詩
や
中
世
の
詩
人
達
の
作
品
を
「
民
謡
」
と
す
る
提

案
は
斥
け
ら
れ
る
も
、中
世
の
口
承
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
写
本
の
詩
を
「
民

謡
」
に
含
め
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

一
連
の
論
争
の
最
終
的
な
決
着
を
検
討
す
る
の
は
次
節
に
譲
り
、
こ
こ

で
は
一
旦
委
員
会
の
外
に
目
を
転
じ
た
い
。
委
員
会
内
で
の
議
論
は
、
委

員
会
の
外
で
の
「
民
謡
」
の
語
感
と
は
実
に
乖
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
謡
収
集
を
命
じ
る
大
統
領
令
が
出
さ
れ
た
三
日
後
、
官
報
『
モ
ニ

ト
ゥ
ー
ル
』
紙
は
「
宗
教
歌
、
戦
争
歌
、
祭
事
歌
、
物
語
詩
、
歴
史
語
り
物
、

伝
説
、
昔
話
、
風
刺
」
の
収
集
へ
の
協
力
を
募
る
。
こ
の
効
果
に
は
目
覚

ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
わ
ず
か
数
日
の
う
ち
に
、
協
力
を
約
束
す
る
手

紙
や
歌
詞
を
書
き
付
け
た
手
紙
が
、
大
臣
の
元
に
続
々
と
届
い
た
の
で
あ

る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
委
員
達
の
期
待
を
外
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
委
員
達
の
前
提
で
は
「
民
謡
」
と
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
歌
を
想
定
し

て
い
た
の
に
対
し
、
時
事
的
内
容
の
自
作
歌
や
流
行
歌
が
届
い
た
の
で
あ

る
。
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
讃
え
、愛
国
心
を
鼓
舞
す
る
内
容
が
大
半
だ
っ

た
）
（（
（

。
委
員
会
は
こ
う
し
た
報
告
に
「
全
く
も
っ
て
取
る
に
足
り
な
い
」
と

冷
た
い
反
応
を
示
し
、
そ
れ
以
上
取
り
合
わ
な
か
っ
た）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
根

本
的
な
所
で
齟
齬
が
起
き
た
背
景
に
は
、
本
稿
で
「
民
謡
」
と
訳
し
て
い

る
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
影
響
し
て
い
る
。
原
語
で
はchant�populaire

（
民

衆
の
歌
、
の
意
）
ま
た
はpoésie�populaire

（
民
衆
の
詩
、
の
意
）
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
語
自
体
に
は
古
く
伝
統
的
な
歌
と
い
っ
た
含
意
は
な
い
た

め
、
民
衆
の
作
っ
た
歌
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、chant/poésie�populaire

に
は
違
い
な
い
。
官
報
読
者
の
一
部
は
、
記
事
の
言
う
「
民
衆
の
歌
」
が
、

自
分
の
身
近
に
あ
る
流
行
歌
や
、
民
衆
で
あ
る
自
分
の
作
っ
た
歌
を
指
す

と
解
釈
し
た
。
委
員
会
が
自
明
と
考
え
て
い
た
「
民
謡
」
＝
古
謡
と
い
う

図
式
は
、
一
般
の
間
で
は
必
ず
し
も
通
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

chant/poésie�populaire

（
民
衆
の
詩
歌
）
は
、
同
時
代
の
流
行
歌
か

ら
中
世
の
詩
人
の
作
品
ま
で
を
カ
バ
ー
し
う
る
、
非
常
に
幅
広
い
語
義
を

包
含
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
語
の
揺
ら
ぎ
が
誤
解
を
生
ん
で
し
ま

う
な
ら
ば
委
員
会
の
意
図
が
調
査
員
に
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
を
防
ぐ
為
に
も
、
緩
い
「
民
謡
」
概
念
に
輪
郭
を
与
え
る
こ
と

が
委
員
達
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。

二　
「
民
謡
」
概
念
の
統
一
の
試
み
ー『
手
引
』
に
お
け
る
民
謡
像

委
員
会
は
調
査
開
始
当
初
か
ら
議
論
を
重
ね
、
翌
一
八
五
三
年
秋
、
ア

ン
ペ
ー
ル
委
員
の
筆
で
『
フ
ラ
ン
ス
の
民
衆
詩
歌—

フ
ラ
ン
ス
の
言
語
・

歴
史
・
芸
術
委
員
会
の
手
引
書
』
と
い
う
小
冊
子
に
指
針
を
ま
と
め
た
。

こ
れ
は
全
国
に
配
布
さ
れ
、
官
報
に
も
全
文
掲
載
さ
れ
た）
（（
（

。
本
節
で
は
同

書
を
検
討
し
、
曖
昧
な
「
民
謡
」
と
い
う
概
念
を
委
員
達
が
い
か
に
定
義
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し
た
か
、
具
体
的
に
把
握
す
る
。

　
『
手
引
』
は
前
後
半
に
分
か
れ
る
。
前
半
は
民
謡
の
全
般
的
特
徴
の
説
明

に
割
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
民
謡
と
は
作
者
不
詳
で
自
然
発
生
的
な
歌
、
も

し
く
は
民
衆
向
け
に
作
ら
れ
民
衆
の
間
に
定
着
し
た
歌
だ
と
定
義
さ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
今
回
の
調
査
で
扱
う
の
は
、
十
九
世
紀
以
前
に
制
作
さ
れ
た
歌

に
限
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
作
歌
や
流
行
歌
を
「
民
謡
」
と
呼

ぶ
解
釈
は
排
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
世
の
有
名
な
武
勲
詩
や
吟
遊
詩
人
の
作
品

に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
作
品

は
技
巧
を
駆
使
し
て
お
り
、民
衆
特
有
の
簡
素
な
詩
で
は
な
い
か
ら
だ
と『
手

引
』
は
説
明
す
る
。
た
だ
し
武
勲
詩
等
が
原
初
の
状
態
の
ま
ま
で
新
た
に
発

見
さ
れ
、
民
衆
を
起
源
と
す
る
こ
と
が
確
証
で
き
る
場
合
に
限
り
、
委
員
会

は
こ
れ
を
歓
迎
す
る
、
と
も
記
さ
れ
る
。
こ
の
例
外
規
程
は
、
前
節
で
見
た

中
世
重
視
派
の
主
張
を
部
分
的
に
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
争
は
最
終
的

に
、
両
陣
営
の
主
張
を
折
衷
す
る
形
で
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る）
（（
（

。

　
『
手
引
』
後
半
で
は
民
謡
を
十
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

歌
詞
（
方
言
や
地
方
言
語
の
歌
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
）
を
引
用
し
な
が
ら
解
説

す
る
。
一
番
目
か
ら
五
番
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
で
は
、
信
仰
、
道
徳
、
歴
史
、

物
語
と
、
民
衆
の
思
想
に
関
係
す
る
内
容
が
続
く
。
六
番
目
以
降
、
民
衆
の

生
活
に
密
接
し
た
内
容
に
切
り
替
わ
る（
表
参
照
）。順
に
一
瞥
し
て
い
こ
う
。

冒
頭
を
飾
る
「
一
、
宗
教
的
な
詩
」
で
は
、
古
代
ケ
ル
ト
文
化
を
受
け
継

ぐ
と
さ
れ
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
パ
ル
ド
ン
祭
や
、
春
の
到
来
を
祝
う
五

月
一
日
の
祭
と
共
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
必
ず
し
も
収
ま
ら
な
い
、
民

分類名 解説の要旨 歌詞を引用さ
れた歌の数

I.�宗教的な詩 ---------------- ------
　I-1.�祈祷 民衆向けの俗語での説教等 0
　I-2.�伝説、聖人伝、奇跡 聖母を主題とする歌等 2
　I-3.�聖歌 村の祭や巡礼等で収集できる歌 0
　I-4.�年間の様々な祭のための歌 クリスマス、公現祭、聖ヨハネの祝日、死

者の日の歌等 2
II.�異教起源の民衆詩 --------------- -------
　II-1.�ドルイドの記憶 ブルターニュの歌には古代ケルト文化の断

片が残っている 2

　II-2.�ゲルマンの記憶 ドイツに隣接する地方の歌には、北欧神話
との類似点が見られる 1

III.�教訓的・道徳的な詩 諺と同じ様に教訓を含む歌 2
IV.�歴史伝承詩 十字軍、百年戦争、宗教戦争等の史実を題

材とする歌 7

V.�物語詩 物語の展開を語る目的の歌。ドイツ等のバ
ラードやスペインのロマンセに該当 10

VI.�生涯の様々な出来事と人生の様々な段階に関す
る詩歌。結婚、洗礼、初聖体拝領、出家、死、埋葬 結婚式の歌、葬送歌 3
VII.�移動する職業に関する詩歌。兵士、船乗り、等 兵士の歌、船乗りの歌等 3
VIII.�定住的職業に固有の歌。鍛冶屋、機織り工、
仕立て屋、靴修理工、木靴職人、糸紡ぎ女工、指物工。
同業組合の歌

地域特有の産業を調べれば、同業組合の守
護聖人の歌等、固有の歌が見つかると提案 1

IX.�農村の様々な労働に関する歌。種まき、刈入れ、
ワイン用のブドウの収穫、オリーブの収穫

エジプトの歌と類似した内容の歌が、コレー
ズ県で発見された事例を紹介 詩句の一部

X.�狩人、漁師、羊飼いの歌 羊飼いを題材とする田園詩の解説 0
XI.�風刺歌 シャリヴァリの歌等 詩句の一部
XII.�即興歌。発明、流行、公衆の想像力を刺激す
る大小の出来事に関して

18世紀に流行した操り人形についての歌の
紹介 詩句の一部

XIII.�酒の歌を含む戯れ歌 ロンド、乳母の歌、子守歌（酒の歌には言
及なし）

4（うち２曲は
詩句の一部）
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衆
特
有
の
信
仰
が
表
れ
た
歌
を
例
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
聖
母
マ
リ
ア
崇

敬
を
テ
ー
マ
と
し
た
西
部
ペ
リ
ゴ
ー
ル
地
方
の
中
世
の
歌
で
は
、
マ
リ
ア
が

イ
エ
ス
の
母
と
し
て
、
息
子
で
あ
る
神
を
動
か
す
様
子
が
歌
わ
れ
る
。

続
く
「
二
、
異
教
起
源
の
民
衆
詩
」
は
、
ケ
ル
ト
や
北
欧
神
話
等
、
古
代

文
化
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
歌
を
取
り
上
げ
る
。
例
え
ば「
聖
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
」

と
い
う
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
歌
は
、
昼
間
は
娘
の
姿
だ
が
夜
に
は
白
い
雌

鹿
に
変
身
す
る
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
が
、
鹿
の
姿
の
時
に
弟
に
仕
留
め
ら
れ
、
領

主
の
夕
食
に
供
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
筋
書
き
で
、
こ
の
中
に
ケ
ル
ト
特
有

の
霊
魂
の
輪
廻
転
生
の
教
義
を
読
み
取
れ
る
と
註
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
「
三
、
教
訓
的
・
道
徳
的
な
詩
」
で
は
嘘
や
放
蕩
を
戒
め
る
歌
を
引
用
し
、

こ
れ
ら
が
格
言
や
諺
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
中
世
か
ら
十
六
世
紀
頃
ま
で
、
民
衆
の
知
恵
や
道
徳
心
を
知
る
目

的
で
俗
語
の
諺
が
集
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
が）
（（
（

、
こ
の
項
目
の
解
説
も
そ
う

し
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
「
四
、
歴
史
伝
承
詩
」
は
次
の
「
五
、
物
語
詩
」
と
共
に
、
突
出
し
て
多

く
の
歌
詞
が
掲
載
さ
れ
、
最
も
力
点
の
置
か
れ
た
項
目
で
あ
る
。
著
者
ア

ン
ペ
ー
ル
の
解
説
を
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
歴
史
伝
承
詩
と

は
、
古
代
に
始
ま
り
、
ジ
ャ
ン
王
捕
囚
、
百
年
戦
争
、
三
十
年
戦
争
等
の

史
実
を
伝
え
た
り
、
ダ
ゴ
ベ
ー
ル
王
、
聖
エ
ロ
ワ
等
の
人
物
を
称
揚
す
る

詩
で
「
時
代
の
精
神
的
・
政
治
的
状
況
」
を
活
写
し
て
い
る
。
我
々
の
よ

く
知
る
マ
ル
ボ
ロ
卿
の
歌
（
歌
詞
は
不
掲
載
）
は
、「
中
世
に
遡
る
歌
の
断

片
で
あ
る
こ
と
が
明
白
」
で
「
封
建
的
・
騎
士
道
的
習
俗
の
複
数
の
特
徴

を
示
し
て
い
る
」、
と）
（（
（

。
ま
た
十
六
世
紀
に
起
こ
っ
た
宗
教
戦
争
は
、
非

常
に
多
く
の
民
謡
に
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
に
包

囲
さ
れ
た
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
カ
ス
テ
ラ
ン
市
の
抵
抗
を
讃
え
た
「
爆
竹

の
歌
」
は
、「
勇
敢
な
る
ジ
ュ
デ
ィ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
武
勲
を
語

る
。
敵
が
爆
竹
を
使
っ
て
市
門
を
壊
そ
う
と
し
て
い
る
時
、
彼
女
は
門
の

上
か
ら
、
タ
ー
ル
を
塗
っ
た
た
ら
い
に
火
を
点
け
て
投
げ
つ
け
た
。
こ
れ

が
敵
の
大
将
を
直
撃
す
る
（
歌
詞
は
引
用
さ
れ
ず
、
粗
筋
の
み
記
さ
れ
て

い
る
）。
町
の
人
々
が
祭
な
ど
で
練
り
歩
く
際
、
こ
の
歌
を
愛
唱
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
が
興
味
深
い
、
と
ア
ン
ペ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
宗
教
戦
争

期
の
題
材
は
他
に
、
信
仰
上
の
迫
害
、
ギ
ー
ズ
公
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
捕

囚
〔
一
五
二
五
～
六
年
、カ
ー
ル
五
世
に
破
れ
マ
ド
リ
ー
ド
に
幽
閉
〕、メ
ー

ヌ
公
、
ビ
ロ
ン
元
帥
〔
一
五
六
二
～
一
六
〇
二
年
、
ア
ン
リ
四
世
の
家
臣
。

陰
謀
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
処
刑
〕
が
例
示
さ
れ
る
。
同
じ
ビ
ロ
ン
元
帥
を

取
り
上
げ
た
歌
で
も
、
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
地
方
で
は
ビ
ロ
ン
へ
の
敵
意
が
、
ブ

ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
で
は
好
意
が
表
れ
て
お
り
対
照
的
だ
と
、
ア
ン
ペ
ー
ル

は
指
摘
す
る
。最
後
に
、以
上
の
よ
う
に
史
実
に
取
材
し
た
歌
だ
け
で
な
く
、

昔
の
習
俗
の
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
す
歌
も
歴
史
伝
承
詩
と
し
て
紹
介
さ
れ

る
。
そ
の
例
は
「
ボ
ワ
＝
ジ
ル
氏
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
宗
教
戦
争
末
期
、

ア
ン
リ
四
世
時
代
の
こ
の
歌
は
、
ア
ン
ペ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
誇
り

に
か
け
て
剣
を
抜
く
準
備
が
常
に
あ
る
貴
族
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
パ
リ

を
追
わ
れ
た
貴
族
ボ
ワ
＝
ジ
ル
が
平
原
を
進
む
と
、
大
部
隊
と
遭
遇
す
る
。

そ
の
中
に
宿
敵
が
い
る
と
気
づ
い
た
従
者
は
、
剣
を
抜
い
て
走
る
よ
う
主

人
を
促
す
が
、
ボ
ワ
＝
ジ
ル
は
拒
む
。
二
人
の
貴
族
は
歩
み
寄
り
、
ま
ず

は
冷
静
に
挨
拶
を
交
わ
す
。
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「
十
六
番
：
ボ
ワ
＝
ジ
ル
、
覚
え
て
お
る
か
？
／
お
前
が
私
に
は
た
ら
い

た
辱
め
を
／
姫
君
の
目
の
前
で
／
ラ
、
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
／
三
度
私
を
否

定
し
た
の
だ
／
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
、
ミ

〔
中
略
〕

十
九
番
：
こ
う
言
い
終
わ
る
や
／
戦
い
が
始
ま
っ
た
／
ボ
ワ
＝
ジ
ル
は

三
十
人
殺
し
た
／
ラ
、
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
／
だ
が
彼
の
剣
は
的
を
外
し
た

／
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
、
ミ
」

　

瀕
死
の
ボ
ワ
＝
ジ
ル
は
、
従
者
に
言
づ
て
を
頼
む
。
妻
へ
は
、
お
ま
え

の
夫
は
も
う
逝
く
、
と
。
乳
母
へ
は
、
息
子
を
よ
ろ
し
く
頼
む
、
と
。
そ

し
て
次
の
一
節
で
終
わ
る
。

「
二
十
四
番
：
そ
し
て
息
子
に
は
、い
つ
の
日
か
こ
の
者
達
に
復
讐
せ
よ
、

と
／
こ
う
言
い
終
わ
る
や
／
ラ
、
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
／
ボ
ワ
＝
ジ
ル
は
息

を
引
き
取
っ
た
！
／
ラ
、
ソ
、
フ
ァ
、
ミ
」

　
「
五
、
物
語
詩
」
は
、
韻
文
の
昔
話
と
理
解
し
て
よ
い
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル

の
全
般
的
特
徴
と
し
て
、細
部
の
省
略
、言
葉
の
同
形
反
復
、三
や
七
と
い
っ

た
数
の
多
用
、
金
銀
等
金
属
的
モ
チ
ー
フ
の
多
用
を
、
ア
ン
ペ
ー
ル
は
指

摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
に
リ
ュ
テ
ィ
が
理
論
化
す
る
昔
話
の
様
式

理
論
と
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
）
（（
（

。
例
え
ば
、
作
家
メ
リ

メ
が
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
で
採
集
し
た
「
デ
ィ
オ
ン
と
王
の
娘
」
と
い

う
歌
を
見
て
み
よ
う
。
貧
し
い
騎
士
の
デ
ィ
オ
ン
を
愛
し
た
姫
君
が
、
父

王
に
よ
っ
て
七
年
間
塔
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
後
、
デ
ィ
オ
ン
の
機
転
で
脱

出
し
、
駆
け
落
ち
す
る
と
い
う
粗
筋
で
あ
る
。
逃
亡
中
の
デ
ィ
オ
ン
と
姫

君
と
の
や
り
と
り
に
、
昔
話
特
有
の
語
法
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

「
十
五
番
：
彼
ら
は
五
～
六
里
進
ん
だ
／
一
言
も
二
言
も
口
に
せ
ず
／
美

女
が
彼
に
こ
う
言
っ
た
以
外
に
は
／—

あ
あ
デ
ィ
オ
ン
、
な
ん
て
私
、

お
な
か
が
す
い
た
の
で
し
ょ
う
！

十
六
番
：
あ
あ
デ
ィ
オ
ン
、
な
ん
て
私
、
お
な
か
が
す
い
た
の
で
し
ょ

う
！
／
自
分
の
拳
を
食
べ
ち
ゃ
い
た
い
わ
！
／—

お
食
べ
な
さ
い
よ
、

恋
人
よ
、
あ
な
た
の
拳
を
／
も
う
パ
ン
は
食
べ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
！

十
七
番
：
彼
ら
は
六
～
七
里
進
ん
だ
／
一
言
も
二
言
も
口
に
せ
ず
／
美

女
が
彼
に
こ
う
言
っ
た
以
外
に
は
／—

あ
あ
デ
ィ
オ
ン
、
な
ん
て
私
、

喉
が
渇
い
た
の
で
し
ょ
う
！

十
八
番
：
あ
あ
デ
ィ
オ
ン
、
な
ん
て
私
、
喉
が
渇
い
た
の
で
し
ょ
う
！

／
自
分
の
血
を
飲
ん
じ
ゃ
い
た
い
わ
／—

お
飲
み
な
さ
い
よ
、
恋
人
よ
、

あ
な
た
の
血
を
／
も
う
白
ワ
イ
ン
は
飲
め
な
い
の
だ
か
ら
〔
後
略
〕」

こ
こ
ま
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
詳
細
に
解
説
さ
れ
、
歌
の
実
例
も
充
実
し

て
い
る
。
歌
詞
を
掲
載
せ
ず
に
タ
イ
ト
ル
の
言
及
に
と
ど
め
る
場
合
で
も
、

出
版
物
の
典
拠
を
示
す
な
ど
し
て
、
読
者
へ
の
情
報
提
供
が
怠
り
な
い
。

　
「
六
、
生
涯
の
出
来
事
」
は
結
婚
式
の
歌
を
主
に
取
り
上
げ
る
。
西
部
ポ

ワ
ト
ゥ
ー
地
方
ニ
オ
ー
ル
市
近
郊
で
ブ
ド
ウ
収
穫
人
か
ら
聞
き
取
っ
た「
新

婦
の
歌
」
は
、
新
婦
の
友
人
達
が
結
婚
を
祝
し
て
歌
う
。
ア
ン
ペ
ー
ル
は

こ
れ
を
、
隣
の
ヴ
ァ
ン
デ
地
方
の
「
新
婦
の
歌
」
と
比
較
す
る
。
こ
ち
ら

は
途
中
か
ら
問
答
形
式
に
な
り
長
大
だ
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
読
者
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
他
、
葬
送
時
に
女
性

が
即
興
歌
を
歌
う
コ
ル
シ
カ
の
習
慣
が
紹
介
さ
れ
、「
娘
の
死
に
つ
い
て
の

或
る
母
親
の
弔
歌
」
の
一
節
が
引
用
さ
れ
る
。
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「
七
、
移
動
す
る
職
業
の
歌
」
の
内
の
兵
士
の
歌
と
は
、
兵
士
を
題
材
と

す
る
歌
で
は
な
く
、
兵
士
自
身
が
戦
闘
を
称
揚
し
た
り
、
戦
意
を
高
揚
さ
せ

る
た
め
に
歌
う
歌
を
指
す
。他
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
漁
師
が
歌
う
歌
や
、

南
西
部
ピ
レ
ネ
ー
地
方
の
川
の
船
頭
が
歌
う
歌
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
八
、
定
住
的
職
業
」
は
、
職
人
の
歌
う
歌
で
あ
る
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地

方
サ
ン
＝
ブ
リ
ウ
ー
市
近
郊
の
歌
「
靴
職
人
達
」
は
、
聖
月
曜
日
〔
月
曜

も
休
業
し
て
居
酒
屋
で
過
ご
す
と
い
う
労
働
者
の
慣
習
〕
を
歌
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
領
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
例
で
は
、
特
産
品
の
レ
ー
ス
を
編
む
女

工
達
が
、
レ
ー
ス
工
の
守
護
聖
人
、
聖
ア
ン
ヌ
の
祭
で
パ
レ
ー
ド
し
な
が

ら
歌
う
曲
が
挙
げ
ら
れ
る
。

次
の
「
九
、
農
村
の
労
働
」
以
降
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
例
が
格
段
と
減

少
す
る
。
標
題
と
解
説
の
内
容
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば

「
九
」
は
、
標
題
か
ら
は
農
作
業
歌
が
容
易
に
連
想
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た

歌
は
登
場
し
な
い
。
代
わ
り
に
、
南
仏
の
牛
追
い
が
歌
う
詩
句
が
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
歌
と
共
通
点
を
持
つ
と
記
さ
れ
る
。
少
し

で
も
農
村
に
関
係
の
あ
る
歌
を
、
既
存
の
民
謡
集
か
ら
無
理
矢
理
選
ん
だ

感
が
否
め
な
い
。
続
く
「
十
、
狩
人
、
漁
師
、
羊
飼
い
」
の
説
明
で
も
、

狩
人
、
漁
師
の
姿
は
な
い
。
羊
飼
い
に
関
し
て
は
、
中
世
の
田
園
詩
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
に
登
場
す
る
と
の
情
報
が
与
え
ら
れ
る
。

　
「
十
一
、
風
刺
歌
」
は
、
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
〔
共
同
体
の
秩
序
を
破
っ
た

者
へ
の
制
裁
と
し
て
、
大
音
量
で
は
や
し
た
て
る
な
ど
す
る
民
衆
の
慣
習
〕

の
歌
を
含
む
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
例
は
挙
げ
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
わ

り
、
宮
廷
で
作
ら
れ
て
民
衆
に
も
浸
透
し
た
風
刺
の
一
節
が
紹
介
さ
れ
る
。

「
十
二
、
即
興
歌
」
は
、
上
掲
表
に
記
し
た
以
外
の
情
報
が
な
く
、
解
説
と

し
て
は
あ
ま
り
に
簡
素
で
あ
る
。「
十
三
、
戯
れ
歌
」
の
標
題
に
酒
の
歌
と

あ
る
が
、
こ
れ
も
解
説
文
で
は
一
言
も
登
場
し
な
い
。
説
明
さ
れ
る
の
は

主
に
ロ
ン
ド
等
の
舞
曲
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
は
、
ア
ン
ペ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

中
世
の
騎
士
道
の
痕
跡
の
残
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
例
え
ば
オ
ジ
エ
・
ル
・

ダ
ノ
ワ
と
い
う
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
寵
臣
を
歌
っ
た
「
こ
の
城
に
い
る

の
は
誰
？
／
オ
ジ
エ
／
こ
の
城
に
い
る
の
は
誰
？
／
麗
し
き
騎
士
」
と
い

う
問
答
形
式
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
、
有
名
な
武
勲
詩
の
一
部
と
関
係
す
る
と

記
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、厳
格
な
目
的
の
民
謡
収
集
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

卑
猥
で
ふ
ざ
け
た
内
容
の
歌
に
も
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま

を
報
告
す
る
よ
う
に
と
の
注
意
を
も
っ
て
『
手
引
』
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　
『
手
引
』
の
「
民
謡
」
定
義
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
指
摘
で

き
る
特
徴
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

三　

新
た
な
関
心
の
出
現

　
『
手
引
』
の
記
述
か
ら
、
二
点
の
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
一
点
目
は
、
文

献
学
的
・
歴
史
学
的
な
関
心
の
高
さ
で
あ
る
。「
四
、
歴
史
伝
承
詩
」
を

筆
頭
に
、
至
る
所
で
、
民
謡
の
詩
句
は
古
代
・
中
世
の
痕
跡
や
武
勲
詩
の

断
片
を
含
む
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
民
謡
の
古
層
を
重
視
す
る
こ

う
し
た
態
度
に
は
、
公
教
育
省
が
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
以
前
よ
り
実
施

し
て
い
た
「
フ
ラ
ン
ス
史
に
関
す
る
未
刊
行
史
料
集
成
」
事
業
と
の
連
続

性
が
影
響
し
て
い
る
。
一
八
三
四
年
、
公
教
育
大
臣
ギ
ゾ
ー
の
提
唱
で
、

散
逸
の
恐
れ
の
あ
る
全
て
の
古
文
書
、
碑
文
、
口
承
を
記
し
た
写
本
を
活
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字
化
し
、
後
世
に
遺
す
と
い
う
壮
大
な
計
画
が
開
始
さ
れ
た
。
ギ
ゾ
ー

は
、
民
謡
を
は
じ
め
口
承
を
集
め
る
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
の
欠
落

部
分
を
補
充
す
る
意
義
を
持
つ
と
強
調
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
の
意
図
に
倣
い
、

一
八
四
五
年
に
は
サ
ル
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
ー
大
臣
が
「
宗
教
的
・
歴
史
的
詩
歌

委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
て
民
謡
に
特
化
し
た
収
集
計
画
を
立
ち
上
げ
る
。

七
月
王
政
が
崩
壊
し
た
た
め
頓
挫
し
た
が
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
が
こ
の
計

画
を
継
ぐ
。
実
際
に
も
彼
は
、
民
謡
収
集
の
目
的
を
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン

に
説
明
す
る
報
告
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
代
々

受
け
継
が
れ
て
き
た
「
国
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
、
諸
地
方
の
固
有
語

の
詩
歌
」は
、民
衆
の
視
点
か
ら
祖
国
の
歴
史
を
語
る
貴
重
な
証
言
で
あ
り
、

「
国
民
史
上
の
諸
事
件
の
痕
跡
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
謡
の
伝
統
が
消
滅

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
今
、
収
集
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
人
の
文
学
は
技
巧
に
走
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
「
偽
り
の
洗
練
」
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
が
、民
謡
の
「
古
き
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
素
朴
な
表
現
」
が
我
々

の
新
た
な
「
美
の
規
範
」
と
な
る
。
民
謡
を
収
集
す
る
こ
と
で
、
民
衆
の

文
学
作
品
の
「
巨
大
な
記
念
碑
」
を
我
々
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
上
に
築
く

こ
と
が
で
き
る
、
と）
（（
（

。
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
の
源
流
は
こ
の
通
り
、
史

料
収
集
に
あ
っ
た
。

　
『
手
引
』
の
二
点
目
の
特
徴
は
、
従
前
の
民
謡
収
集
と
は
異
な
る
分
野
の

歌
に
も
、
収
集
対
象
を
広
げ
た
こ
と
で
あ
る
。「
六
、
生
涯
の
出
来
事
」
以

下
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
解
説
も
歌
の
引
用
も
総
じ

て
貧
弱
で
あ
っ
た
。
特
に
「
九
」
以
降
は
実
例
が
乏
し
く
、
標
題
と
解
説

と
が
時
に
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
っ
た
。『
手
引
』
執
筆
を
担
当
し
た
ア
ン
ペ
ー
ル

委
員
は
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
見
本
と
な
る
歌
を
求
め
て
、
既
存
の
集
成
等

の
文
献
や
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
大
臣
の
元
に
集
ま
っ
た
民
謡
報
告
を
吟
味

し
た
。
だ
が
適
切
な
作
品
が
未
だ
見
当
た
ら
な
い
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
た
め
、

こ
れ
を
発
見
す
べ
く
総
力
を
挙
げ
て
協
力
し
て
欲
し
い
、
と
会
合
の
場
で

何
度
も
呼
び
か
け
た
。
委
員
達
も
積
極
的
に
応
え
た
が
、
彼
ら
が
持
て
る

情
報
を
総
動
員
し
て
も
、
調
査
員
に
見
本
と
し
て
示
す
に
値
す
る
歌
の
例

を
全
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
揃
え
る
の
は
困
難
を
き
わ
め
た）
（（
（

。
民
衆
の
日
常
の
中

で
歌
わ
れ
、
生
活
の
様
子
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
類
の
民
謡
は
、
フ
ォ

ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
記
録
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。
委
員
達
は
先
例
に
従
う
ば
か
り
で
な
く
、
従
来
は
取
組
ま
れ
て
こ

な
か
っ
た
、
こ
う
し
た
新
た
な
分
野
に
も
足
を
踏
み
入
れ
た
。
フ
ォ
ル

ト
ゥ
ー
ル
調
査
は
歴
史
学
的
な
関
心
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
民

謡
像
の
方
向
性
も
ま
た
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
を
舞
台
に
、「
民
謡
」
の
語
義
の
揺
ら
ぎ
、
な
ら

び
に
委
員
会
で
の
定
義
を
検
討
し
、『
手
引
』
の
示
す
民
謡
像
の
特
徴
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
民
謡
と
は
何
か
、
民
謡
収
集
の
意
味
と
は
何
か
と

い
う
問
い
を
委
員
達
が
突
き
詰
め
、
そ
の
解
を
『
手
引
』
に
結
晶
さ
せ
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。『
手
引
』
の
実
例
が
全
て
、
既
刊
の
民
謡
集
や
大

臣
宛
の
民
謡
報
告
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
、
十
九
世
紀
前
半
の

民
謡
収
集
の
方
法
、
関
心
の
あ
り
方
、
お
よ
び
そ
の
成
果
が
、
こ
こ
に
集

大
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
委
員
会
で
の
論
争
や
『
手
引
』
を
検
討
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し
て
き
た
我
々
に
は
、
か
つ
て
非
学
問
的
と
一
蹴
さ
れ
て
き
た
十
九
世
紀

前
半
の
民
謡
収
集
に
も
、
そ
れ
な
り
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
貫
か
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
。
民
衆
の
口
承
を
忠
実
に
記
録
す
る
こ
と
を
至
上
命
題

と
す
る
民
謡
収
集
と
は
異
な
り
、
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
民
謡
収
集
は
、

民
衆
の
歴
史
を
証
言
す
る
史
料
を
保
存
す
る
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
際
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
で
は
、
史
実
を
語
る
歌
に
と
ど

ま
ら
ず
、
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
歌
の
収
集
を
も
開
拓
し
た
。
詩
句
の

内
容
だ
け
で
な
く
、
民
謡
の
歌
わ
れ
る
場
で
あ
る
民
衆
の
生
活
や
ラ
イ
フ

サ
イ
ク
ル
も
ま
た
そ
う
し
た
「
史
料
」
の
一
種
だ
と
、
委
員
達
は
見
な
し

た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
考
察
を
受
け
た
新
た
な
課
題
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一

に
、
本
稿
は
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ル
調
査
と
前
史
と
の
連
関
に
は
着
目
し
た
が
、

十
九
世
紀
後
半
以
降
の
民
謡
収
集
と
の
連
関
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
第

二
に
、
収
集
の
現
場
で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
民
謡
が
収
集
さ
れ
た

の
か
。
委
員
会
が
『
手
引
』
と
し
て
調
査
員
に
与
え
た
方
針
は
、
い
か
に

受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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